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Ⅰ．自律性の確保 未遵守 １－１ ③「遵守不十分」

２－１ ①「遵守」

２－２ ①「遵守」
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３－３ ②「限定付遵守」

４－１ ③「遵守不十分」

４－２ ①「遵守」

３．遵守状況の確認フロー図

Ⅳ．継続性の確保

令和３年度「私立大学ガバナンス・コード」遵守状況報告書

学校法人京都産業大学

理事長　大城　光正

総務部

表紙（概要）
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　○担当部署：遵守状況の点検、報告書の作成

　　↓　附議

　○常任理事会：遵守状況の確認・了承

　　↓　附議

　○理事会：遵守状況の確認・了解

　　↓　報告

　○私大連　○評議員会

　　　　　　　↓　公表・報告

　　　　　　○ステークホルダー

Ⅱ．公共性の確保

Ⅲ．信頼性・
     透明性の確保

遵守

未遵守

未遵守



１．各「遵守原則」の遵守状況の説明

基本原則「１．自律性の確保」

　遵守原則１−１　教育研究目的の明確化、理解の獲得

遵守状況

基本原則「２．公共性の確保」

遵守原則２−１　有益な人材の育成

遵守状況 ①「遵守」

「基本原則」及び「遵守原則」の遵守状況（取組状況）の詳細等

遵守原則の遵守方法に

係る説明

　基本的には私大連コードに定められた方策等に基づき、当該原則を遵守して

いるものの、下記の通り、一部の「実施項目」を遵守できていないため、遵守

不十分としている。

　　該当項目：実施項目１−１「④中長期計画において、理事長をはじ

　　　　　　　め政策を策定、管理する人材の育成、登用の方針を盛り

　　　　　　　込む。」

　当法人では、中長期計画に上記の人材育成、登用の方針を盛り込んでいな

い。

　なお、かねてから法人のガバナンス確保のために、(1)多様な分野における

経験や知見を大学経営に活かすため、組織経営や行政活動において経験豊富な

外部人材を理事に積極的に登用する、(2)経営と教学の意思疎通を図るため、

副学長を理事に登用する、(3)事務職員においては役責等級基準を定め、事務

部長を経営職に規定し、私学経営並びに大学等に関する意思決定を補佐する位

置づけとして、経営人材の育成をする、などの取組を行っている。

　今後、さらなるガバナンス機能の向上のため、令和４年度中に中長期的な視

点に基づく「理事長をはじめ政策を策定、管理する人材の育成、登用の方針」

の策定に着手することを目指す。

遵守原則の遵守方法に

係る説明

私大連コードに定められた方策等に基づき、当該原則を遵守している。

③「遵守不十分」



遵守原則２−２　社会への貢献

遵守状況

基本原則「３．信頼性・透明性の確保」

遵守原則３−１　法令の遵守、社会貢献

遵守状況

遵守原則３−２　理事会による執行、監督機能の実質化、不正防止制度整備　

遵守状況

①「遵守」

遵守原則の遵守方法に

係る説明

私大連コードに定められた方策等に基づき、当該原則を遵守している。

③「遵守不十分」

遵守原則の遵守方法に

係る説明

私大連コードに定められた方策等に基づき、当該原則を遵守している。

遵守原則の遵守方法に

係る説明

　基本的には私大連コードに定められた方策等に基づき、当該原則を遵守して

いる。

　そのうち、実施項目３−１「⑥監事間の連携の深化を図るべく、必要に応じ

て監事会を開催する。」に関しては「実施項目」以外の方策等により遵守して

いる。

　当法人の監事の現員は２名ということもあり、機動的かつ柔軟に情報共有を

行うことができる体制にあることから、現在のところ監事会は開催していない

が、毎月の理事会及び評議員会の前後等において、監事間の連携を図っていた

だいている。

　一方、実施項目３−１「①『私立大学の明日の発展のために−監事監査ガイ

ドライン−（私大連 監事会議）』を参考に、監事監査基準（監事監査規程）、

監事監査計画や監査報告書を策定する。」については、一部遵守できていない

事項があるため、遵守原則３−１に関しては、遵守不十分としている。

　当法人では、学校法人の役員として、その職務を十分に果たしていただくよ

う『私立大学の明日の発展のために−監事監査ガイドライン−（私大連 監事会

議）』を参考に、監事業務のサポートを行っており、監事監査報告書は当該ガ

イドラインに沿って作成している。一方、監事監査基準及び監事監査計画は現

在のところ策定していないが、当該ガイドラインを参考に、その内容を十分に

踏まえたうえで、適切な監事の職務執行を促している。

　今後は、理事会による理事の職務の執行監督機能の向上及び監事機能の実質

化のため、令和４年度中に、監事監査基準及び監事監査計画を策定することを

検討している。

①「遵守」



遵守原則３−３　積極的な情報公開

遵守状況

遵守原則の遵守方法に

係る説明

　基本的には私大連コードに定められた方策等に基づき、当該原則を遵守して

いるものの、実施項目３−３−１「① いつ、どのような情報を、誰に対して、

どのように開示するかなどを規定した情報公開基準またはガイドライン等の諸

規程を整備する。」が遵守できていないことから、重点事項３−３−１「会員

法人は、広く社会に対して、継続的かつ時宜に適った情報公開を行うための制

度整備をさらに進める。」に関して未遵守としている。

　当法人では、私立学校法第63条の２による情報の公表について、学校法人京

都産業大学寄附行為第39条に定め、適宜、公表する体制を構築している。ま

た、学校教育法施行規則第172条の２をはじめとする関係法令に規定されるそ

の他の情報についても、適宜、遺漏なく情報を公表しており、広く社会に対し

て説明責任は果たせていると考えている。しかしながら、情報公開に関して体

系的に整理し明文化した、情報公開基準または同ガイドライン等の諸規程を整

備していない。

　一方、重点事項３−３−２「会員法人は、情報を公開するに当たり、幅広い

ステークホルダーの理解が得られるよう、その公開方法の工夫・改善を図

る。」に関しては私大連コードに定められた「実施項目」に基づき遵守してい

ることから、本遵守原則としては、限定付遵守としている。

　今後、継続的かつ時宜に適った情報公開を広く社会に行うための制度整備と

して、令和４年度中に、情報公開基準またはガイドライン等の諸規程を整備す

ることを検討している。

②「限定付遵守」



基本原則「４．継続性の確保」

　遵守原則４−１　大学運営に係る諸制度の実質化、自律的な大学運営

遵守状況

遵守原則４−２　財政基盤の安定化、経営基盤の強化

遵守状況 ①「遵守」

遵守原則の遵守方法に

係る説明

私大連コードに定められた方策等に基づき、当該原則を遵守している。

遵守原則の遵守方法に

係る説明

　基本的には私大連コードに定められた方策等に基づき、当該原則を遵守して

いる。

　そのうち、実施項目４−１「⑦ 政策を策定、管理する責任者（常務理事等）

が政策の執行状況を確認できる仕組みをＩＴの活用等により構築する。」に関

しては「実施項目」以外の方策等により遵守している。

　当法人では、政策を策定、管理する責任者による政策の執行状況の確認方法

について、ＩＴの活用等ではなく、理事会や常任理事会、適宜個別での報告等

でなされている。特に中長期計画である『神山STYLE2030』の行動計画の定

量的指標・目標の達成度管理は、同計画の検証会議及び検証会議小委員会にお

いて確認し、理事会に報告する体制を構築している。このことから、必ずしも

その仕組みの構築がＩTの活用等によるものではないが、政策の執行状況の確

認は、別の方策により担保していると考えている。

　一方、実施項目４−１「⑭ 理事、評議員及び監事に対する研修機会を提供し

その充実を図る。」については、一部遵守できていない事項があるため、遵守

原則４−１に関しては、遵守不十分としている。

　当法人では、理事及び監事に対しては、文部科学省や日本私立大学連盟が主

催する研修会、教学面等においても適宜、外部団体の研修に参加するなどと

いった研修機会を提供している。評議員に対しては、研修の機会こそ提供して

いないものの、就任時に評議員の職務について十分に説明するとともに、評議

員会開催の際には、事業計画や予算、事業報告、決算といった学校法人に関す

る情報以外にも、設置する学校の状況等、幅広い情報について提供しながら、

充実を図っている。

　今後、大学運営に係る諸制度によるガバナンス機能の向上のための、評議員

会、理事会及び監事等の機能の実質化を図るため、評議員への研修機会の提供

については、令和４年度中に改善に向けて着手し、さらなる評議員会機能の強

化を目指す。

③「遵守不十分」


